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第四次宮崎県環境基本計画（R5.3一部改定）

再エネ導入拡大に向けた取組

○自家消費型太陽光発電設備への導入拡大

・令和４～６年度は、住宅や事業所における屋根置き型
の太陽光発電設備の導入を支援し、再エネ由来電力の
自家消費を拡大

・今後の太陽光発電設備の導入目標の達成に当たっても、
屋根置き型を中心に設置を促進

○地域と共生した再エネの導入促進

・地球温暖化対策推進法の改正により、市町村が再エネを
活用した事業の「促進区域」を設定する制度が令和４年
に創設された。※別添資料参照
・市町村が円滑に促進区域を設定できるよう、昨年度県に
おいて｢促進区域設定に関する環境配慮基準｣を策定。

・今後、地域の合意形成を図りつつ、環境に適正に配慮し、
地域に貢献する地域共生型の再エネを推進。

単位：万t-CO2

温対法に基づく地域脱炭素化促進事業制度の概要

市町村︓促進区域等の策定

◼ 地球温暖化対策推進法に基づき、市町村が、再エネ促進区域や再エネ事業に求める環境保全・地域貢献の
取組を自らの計画に位置づけ、適合する事業計画を認定する仕組みが令和4年4月から施行。

◼ 地域の合意形成を図りつつ、環境に適正に配慮し、地域に貢献する、地域共⽣型の再エネを推進。

市町村︓事業計画の認定事業者︓事業計画の作成

市町村が、

住⺠や事業者等が参加する協議会を活⽤
し、

⚫ 再エネ事業に関する促進区域や、

⚫ 再エネ事業に求める

・地域の環境保全のための取組

・地域の経済・社会の発展に資する取組

 を⾃らの計画に位置づける。

事業者は、

⚫ 協議会における合意形成
を図りつつ、

⚫ 市町村の計画に適合する
よう再エネ事業計画を作成
し、認定の申請を⾏う。

市町村は、事業計画の申請を受け、

⚫ 事業者の代わりに国や都道府県に協
議し、同意を得た上で、

⚫ 市町村の計画に適合する、環境に適
正に配慮し、地域に貢献する再エネ
事業計画を認定。
※ 国・都道府県への協議は事業計画に関係法令の許可手続等
を要する行為が記載されている場合のみ。この場合、認定事業
は当該許可手続等が不要に（ワンストップ化の特例）。

※ 都道府県の基準に基づいて策定された促進区域内における認
定事業は、アセス法の配慮書手続が不要に。

促進区域に係る全国⼀律の環境配慮基準の策定
促進区域に係る地域の⾃然的社会的条件に応じた環境配慮基準の策定

制度全体のイメージ

協議
同意

協議会

個別法令に基づく
事業計画の確認

国
都道府県

地域に役⽴つ再エネ事業を誘致事業の予⾒可能性が向上
協議会の活⽤等により、合意形成がスムーズに

地域資源である再エネの使い⽅や誘導したいエリアを、
地域⾃らが議論

事業者

環境保全等に関する情報

その他

再エネポテンシャル

情報の重ね合せと議論

促進区域
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